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銚子市では、令和８年度から中学校の休日の部活動がなくなります。
休日の過ごし方の選択肢として、市では地域クラブを立ち上げますが、来年の本格的な実施

の前に銚子中と銚子西中の８つの部活動をモデルケースとした実証事業を令和７年１０月から
開始します。
銚子市地域クラブでは、生徒のみなさんがこれまでの休日の部活動と同様にスポーツ活動・

文化活動ができるよう応援します。

令和7年10月から開始する地域クラブ活動の参加者を募集しています。

＊各クラブとも新人戦の終了後に地域クラブの活動をスタートします。

■令和７年１０月から地域クラブの対象（モデルケース）となる部活動

【銚子中学校】

陸上、女子バスケットボール、サッカー、野球、女子バレーボール、卓球

【銚子西中学校】

陸上、サッカー

■活動日 土曜日または日曜日

＊これまでの学校部活動と同様の曜日・時間帯になります。

（体育館を利用するクラブでは、毎月ローテーションで時間帯が変わる場合が

あります。）

■指導者 地域の指導者（競技経験や指導経験が豊富な方を派遣します。）

■会費等 会費1,000円（月額）、保険料800円（年額）

■申込期限 令和７年１０月１７日（金）

＊申込期限が過ぎても申込みは可能です。申込から活動できるまで傷害保険

手続き完了に数日かかります。

■申込方法 地域クラブ専用アプリ「Sgrum」からお申し込みください。

＊アプリのダウンロードが必要になります。

＊生徒のお休み連絡、出欠管理、カレンダー共有など、

加入してからもアプリを活用します。

令和７年１０月から

地域クラブ活動がスタート！

申込みの詳細はこちら
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